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     日  時   平成１８年１０月３１日（火） １３時３０分～１６時３０分 

     場  所   博多サンヒルズホテル ２Ｆ「瑞雲の間」 
         （福岡市博多区吉塚本町 13 番 55 号 ℡ 092-631-3331） 

     総会次第  

  １ 議 事 １３：３０～ 
①平成１７年度事業実施報告について 

                    ②平成１７年度収入・支出決算について 
                    ③平成１８年度事業計画案について 
                    ④平成１８年度収入・支出予算案について 
  ２ 表 彰 １４：００～ 
 

 
   
 
 

３ 講 演 １４：３０～ 
「アジア太平洋地域におけるまちづくり」 

    講師：野田順康 国連ハビタットアジア太平洋事務所長 
 
 
 
国連ハビタット（国際連合人間居住計画）福岡事務所は、アジア・太平洋地域における、

開発途上国の居住問題に取り組むとともに、住民全体の「まちづくり」を推進している

九州唯一の国連機関である。 
 
 
 
 
 

第１巻   第４３号（通巻４３号）                  ２００６年１０月１０日 
発 行   福岡県ゆとりある住まいづくり協議会       コピーして皆さんでお読みください 

住宅建設促進または住宅の維持、管理に 
功績があった個人、団体及び建設業者を 
表彰します。 
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住生活基本計画（全国計画）の概要〈平成１８年９月１９日閣議決定〉 

 
 

目標  

  

 

 

    

  

 

は じ め
○住生活基本法に基づき、住生活安定向上施策を総合的かつ計画的に推進するため策定 
○計画期間は平成１８年度から平成２７年度の１０年間 

基本的な方針 

○住宅の位置づけと住生活安定向上施策の意義

○施策についての横断的視点 

（横断的視点） 

ストック重視

福祉、まちづくり

等関連する施策

分野との連携 

地域の実情を

踏まえたきめ細

かな対応 

市場重視

目標・成果指標・基本的な施策 

目標の達成状況を示す成果指標  

国民の多様な居住ニーズが

適切に実現される住宅市場

の環境整備            

良好な居住環境の形成 

良質な住宅ストックの

形成及び将来世代へ

の承継 

①新耐震基準適合率

③省エネルギー対策率

②共同住宅共用部分のユニバーサルデザイン化率 

⑤適正な修繕積立金を設定しているマンションの割合 

④リフォームの実施率 

⑥重点密集市街地の整備率 

⑦地震時に危険な大規模盛土造成地の箇所数 

⑧住宅性能表示の実施率（新築） 

⑨既存住宅の流通シェア 

⑩住宅の利活用期間 

⑪子育て世帯の誘導居住面積水準達成率 

住宅の確保に特に配慮を

要する者の居住の安定の

確保 

⑫最低居住面積水準未満率

⑬高齢者のいる住宅のバリアフリー化率 

施策の推進 
・関係者の連携・協力       ・統計調査の充実 

・政策評価の実施とおおむね５年後の計画見直し 
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住生活基本計画における「水準」について 

１．基本的機能 
（１）居住室の構成・設備水準等 
（２）共同住宅の共同施設 
２．居住性能【居住者の直接的なニーズへの対応】 
（１）耐震性等、（２）防火性、（３）防犯性、（４）耐久性 
（５）維持管理等への配慮、（６）断熱性等、 
（７）室内空気環境、（８）採光等、（９）遮音性 
（10）高齢者等への配慮、（11）その他 
３．外部性能【社会的要請への対応】 
（１）環境性能（省エネルギー、地域材・再生建材の利用、 
          建設・解体時の廃棄物の削減等）            
（２）外観等（周辺との調和等） 

 

 

居住者ニーズ及び社会的要請に応える機能・性能を 
有する良好な住宅ストックを形成するための指針 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「住宅性能水準」

（１）安全・安心 
  ①地震・大規模火災に対する安全性 
  ②自然災害に対する安全性 
  ③日常生活の安全性、④環境阻害の防止 
（２）美しさ・豊かさ 
  ①緑、 ②市街地の空間のゆとり・景観 
（３）持続性 ①良好なコミュニティ・市街地の持続性 
             ②環境負荷への配慮 
（４）日常生活サービスへのアクセスのしやすさ 
  ①高齢者・子育て世帯等の各種生活サービスへのアクセ 
   スのしやすさ、 ②ユニバーサルデザイン 
※地方公共団体が住生活基本計画を策定する際の住環境水準に関する 

  指標（地域の実情に応じて設定）を例示 

 
地域の実情に応じた良好な居住環境の確保のための指針 

「居住環境水準」
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世帯人数別の面積（例）
（単位：㎡）

4人単身 ２人 ３人

世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活の基礎最低居住
５０面積水準 として必要不可欠な住宅の面積に関する水準（す ２５ ３０ ４０

【４５】べての世帯の達成を目指す） 【３０】 【３５】

〈都市居住型〉世帯人数に応じて、豊かな住生

９５誘導居住 活の実現の前提として、多様な 都心とその周辺で ４０ ５５ ７５

【８５】面積水準 ライフスタイルを想定した場合 の共同住宅居住を 【５５】 【６５】

想定に必要と考えられる住宅の面積
に関する水準

〈一般型〉

１２５郊外や都市部以外 ５５ ７５ １００

【１１２．５】での戸建住宅居住 【７５】 ８７.５【 】
を想定

【 】内は、３～５歳児が１名いる場合

「居住面積水準」 
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ご提案ください。“すまい”は人づくり。 

家族の絆の容れ物である“すまい”について。  

21 世紀を迎えた現在、我々は日本における「すまい」、すまい方について総合的な視点を欠い

ていたことを、反省しもう一度見直す必要があるのではないでしょうか。日本の各地域が培ってき

たすまいづくりの知恵や文化を評価し、歴史や伝統に根ざしたすまい像を確立することが、今、求

められています。そこで、すまいの 7 つの理念に基づき、地域に根ざし、ひとづくりや家族の幸せづ

くりにもつながるすまいを「真の日本のすまい」と位置づけ、自由な発想に基づく多様な提案を求

めることといたしました。 

  

主催： 財団法人 住宅産業研修財団（理事長 松田 妙子「大工育成塾」主催団体） 

共催： 財団法人 住宅保証機構   財団法人 生涯学習開発財団   社団法人 日本建築士会連合会

後援： 国土交通省      文部科学省      経済産業省      林野庁      住宅金融公庫 

財団法人 建築環境・省エネルギー機構   財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター

財団法人 日本住宅・木材技術センター      財団法人 ベターリビング 

社団法人 日本ツーバイフォー建築協会     社団法人 日本木造住宅産業協会 

社団法人 プレハブ建築協会            社団法人 住宅生産団体連合会 

社団法人 全国中小建築工事業団体連合会   社団法人 全国木材組合連合会 
 

社団法人 日本住宅建設産業協会         社団法人 日本建材・住宅設備産業協会 

協賛： 

社団法人 日本建築学会               全国建設労働組合総連合 
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（１）課題  「真の日本のすまい」  

今後の循環型社会にふさわしく、地域に根ざし、ひとづくりや家族の幸せづくりにもつながる美しいすまいを
提案してください。 

（２）提案要素  

１．7 つの理念に対する意欲的でかつ具体的な提案をすること  

２．建設対象地域の自然環境・社会環境（町並みの特徴など）の特性を十分に読み取り、地域的特性を示して、
提案に反映させること。  

（３） 提案住宅の条件  

 立地条件・・・自由（ただし想定条件を明示すること）  
 延床面積・・・概ね 100m2～300m2（約 30 坪～90 坪）  
 構  造・・・主たる構造を木造とする戸建住宅  
 そ の 他・・・提案は既存住宅（新築に限る）又は設計プランとする。 

既存住宅については、２００２年 1 月 1 日以降に竣工したものであること 

なお、コンペに関する質疑応答は、特に行わない 

（４） 提出資料  

 提案競技申込書  別紙 A-1  2 部 （うち１部は設計図書の裏面に貼付）  
 提案主旨説明書  別紙 A-2  
 設計図書 ※ 

○ 体裁・・・ Ａ１判タテ １枚 
但し、レイアウトについては別紙形式を原則とし、この形式以外のものは選考対象から除
く場合があります。 
壁に立てかけられるよう厚紙を使いパネル化し、提案競技申込書及び提案主旨説明書の
コピーを裏面に貼付すること 

○ 内容・・・ 平面図・立面図・断面図及び透視図等、また図中の適切な場所に、提案主旨の概要を記
入すること 
７つの理念への対応状況を図面上で明記すること 

※ パネル化する素材には、発砲スチロール等のプラスチック系素材の使用を禁止します。 

応募要領等請求期間・・・平成 18 年 9 月 1 日（金） ～ 11 月 17 日（金）  

応募作品の提出期間・・・平成 18 年 11 月 20 日（月） ～ 12 月 15 日（金） (当日消印有効）  

応募作品の送付先  

〒100-0013  
東京都千代田区霞が関 3-2-4 霞山ビル 8 階  
財団法人 住宅産業研修財団 真の日本のすまい提案競技事務局  
TEL 03-3504-6601 / FAX 03-3504-6609  

審査結果発表・・・平成 19 年 2 月 26 日（月） 
審査結果については主催団体等のホームページなどで発表します。なお、各賞への入賞者には
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事前に通知します。また、入賞作品を掲載した冊子を作成する予定としています。入賞者には別
途送付致します。  

表彰式・・・平成 19 年 2 月 26 日（月） 
会場 住宅金融公庫本店 1 階すまい・るホール（予定）（東京都文京区後楽 1-4-10） 
同会場で入賞作品の展示を行います。どなたでも入場可能です。  

審査委員 （敬称略 五十音順）  

 委 員 長 ：      浅野 平八  （日本大学） 

 委   員 ：      青山 輝雄   （（株）青山工務店）  

 委   員 ：      内田 文雄  （山口大学） 

 委   員 ：      黒川 哲郎  （東京芸術大学） 

 委   員 ：      宮本 忠長  （（社）日本建築士会連合会） 

 委   員 ：      村田 あが  （跡見学園女子大学） 

 委   員 ： 横島 誠司  （（株）創和設計事務所） 

著作権その他  

（１）応募作品に関する著作権は各応募者に帰属しますが、主催者は、本提案競技の主旨の範囲で、応
募作品又はその一部を紹介資料としてまとめ、公表することができるものとします。  

（２）入賞者は、主催者が入賞作品を紹介資料等として取りまとめるにあたり、協力するものとします。  
（３）提出に関係者（設計者、施主、施工者等）の了解が必要な場合にあっては、了解を得てから応募し

てください。  
（４）応募作品については、返却致しませんので、御了承ください。  

賞  

優秀賞 

国土交通大臣賞    1 点   賞状・副賞 100 万円 

文部科学大臣賞    1 点   賞状・副賞 50 万円 

経済産業大臣賞    1 点   賞状・副賞 50 万円 

林野庁長官賞    1 点   賞状・副賞 50 万円 

住宅金融公庫総裁賞    1 点   賞状・副賞 50 万円 

住宅産業研修財団理事長 ・     

     生涯学習開発財団理事長賞    1 点   賞状・副賞 50 万円 

住宅保証機構理事長賞    1 点   賞状・副賞 50 万円 

日本建築士会連合会会長賞    1 点   賞状・副賞 50 万円 
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福岡県では、民間賃貸住宅を活用し建設されるファミリー向け賃貸住宅（特定優良賃貸住宅）及

び高齢者単身・夫婦世帯が安心して居住できる賃貸住宅（高齢者向け優良賃貸住宅）の供給を行っ

ており、現在、特定優良賃貸住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅の入居者の随時募集を行っています。 

 

１． 概要 

 特定優良賃貸住宅とは 

中堅所得ファミリー層向けに共用部分や住戸面積等一定の条件を満たした良質な賃貸住宅で、一部

の住宅には家賃減額補助を行っております。（※家賃補助の額は住宅により異なります。） 

 高齢者向け優良賃貸住宅とは 

 高齢社会の進展するなか、増大する高齢者単身・夫婦世帯等の居住の安定を図るため、民間賃貸住

宅を活用し、高齢者の身体機能に対応した設計・設備等高齢者に配慮した良質な賃貸住宅です。 

 

２． 入居対象者 

 特定優良賃貸住宅 

  次の(1)～(3)のすべての要件を満たす必要があります。 

(1) 所得要件 

（月額所得 153,000 円～601,000 円）  

(2) 居住要件：住宅を必要とすること 

（セカンドハウスは不可） 

(3) 同居親族要件 

   （原則として単身者は不可） 

 高齢者向け優良賃貸住宅 

次の(1)～(2)のすべての要件を満たす必要があります。（単身者の場合は(1)のみ） 

特定優良賃貸住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅の入居者募集について 
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(1) ６０歳以上の単身者 

(2) 同居者がいる場合には次のいずれかの者であること 

 配偶者 

 ６０歳以上の親族 

 その他特別な事情があると認められる者 

 

 

３． 賃貸住宅所在市町村一覧（平成１８年４月現在） 

 

■特定優良賃貸住宅                   ■高齢者向け優良賃貸住宅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４． お問い合わせ先 

福岡県建築都市部住宅課 

また、福岡県住宅課 HP で団地検索ができます。 

  民間住宅係 092-643-3731（直通） 

  住宅課 HP http://www.jutaku.pref.fukuoka.jp/ 

 
 

 
 
 

飯塚市 5 121 須恵町 2 34
宇美町 2 27 太宰府市 10 205
大野城市 16 349 筑後市 3 45
大牟田市 1 11 筑紫野市 16 381
岡垣町 1 26 那珂川町 7 150
小郡市 2 47 中間市 2 44
春日市 10 207 広川町 2 45
粕屋町 13 241 福岡市 2 116
苅田町 1 24 福津市 2 50
北九州市 2 51 前原市 10 298
久留米市 28 636 八女市 5 101
古賀市 6 216 行橋市 5 87
篠栗町 7 138 宗像市 4 49
志免町 11 220 直方市 4 90
新宮町 6 124 合計 185 4,133

戸数市町村名 団地数団地数 戸数

久留米市 1 50
飯塚市 4 116
小郡市 1 13
宮若市 1 20
筑前町 1 40
大牟田市 1 24
古賀市 1 36
行橋市 2 48
合計 12 347

市町村名 団地数 戸数
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3,595 4,1465,233 4,318 4,440 5,078 5,8304,8784,1424,597 4,425 5,412 5,430

7.0%

-0.2%

12.6%

-2.2%
1.8%

35.0%

18.4%
0.5%

8.5%

-20.1%

33.7%

13.4%
-4.4%

3.7%
-1.3%

-5.4%

40.3%

-9.8%
-0.9%

13.7%

6.7%

4.7%

-7.5%9.1%
3.9%

15.0%

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
戸

-50.0%

-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

着工戸数（県） 前年同月比（県） 前年同月比（国）

H17年度

利用関係別新設戸数前年同月比

1 4 .3 %
8 .9 % 1 0 .0 %

- 1 3 .4 %

2 5 .1 % 2 3 .7 %

4 .9 %
- 1 .2 % 0 .1 %

- 9 .6 %

0 .7 %

5 1 .4 %

3 .5 %0 .4 %

1 6 .8 % 1 4 .1 % 1 4 .4 %

- 0 .5 %
- 1 9 .9 %

1 9 .5 %

1 7 .7 %

3 .7 %

6 2 .0 %

1 2 .2 %

- 1 7 .5 % - 2 7 .1 %

5 1 .9 %
3 9 .9 %

- 1 6 .0 %

5 0 .4 %

- 1 .9 %

- 2 2 .5 %

3 .7 %

- 1 3 .8 %

2 .3 %

1 5 .4 %

- 2 .4 %

1 1 .6 %

- 7 .2 %

- 2 .0 %

9 .3 %
5 .1 %

- 2 .7 %
1 .7 %

6 .1 %

5 .1 %
3 .6 %

1 7 .0 %1 5 .1 %
1 3 .4 %

1 .7 %
1 4 .7 %

- 4 0 .0 %

- 3 0 .0 %

- 2 0 .0 %

- 1 0 .0 %

0 .0 %
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福岡県の８月の着工統計は、総新設住宅戸数は 4,146 戸、前年同

月比で 9．8%下回りました。                         

利用関係別では、持ち家系（持家と分譲住宅を足したもの）は 2,041

戸、前年同月比で 19．5%と上回りました。貸家系（貸家と給与住宅を

足したもの）は 2,105 戸、前年同月比で 27．1%下回り、持ち家系と貸家

系の着工戸数の差が縮小しました。利用関係別割合では、持ち家が

23．7%、貸家が 50．7%、分譲が 25．5%で、貸家が全体の約 5 割を占め

ています。 

一方、全国の８月の着工統計では、総新設住宅戸数は 111,187 戸、

前年同月比で 1．8%上回りました。 

利用関係別では、持ち家系 65,318 戸、前年同月比で 3．5%上回り、

貸家系 45,869 戸、前年度比で 0．5%下回りました。             

平成１８年８月の新設着工戸数   

50.7%

0.0%

25.5%
23.7%

持家

貸家

給与

分譲


